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公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　落札に係る調達産品等の種類及び数量

　　長野保健福祉事務所庁舎以下８施設で使用する電気

　　予定契約電力1,243ｋＷ及び予定使用電力量3,686,008ｋＷｈ

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県健康福祉部健康福祉政策課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692番地２

３　落札者を決定した日

　　令和７年１月23日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　中部電力ミライズ株式会社

　(2)	所在地　愛知県名古屋市東区東新町１番地

５　落札金額

　　93,577,852円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和６年12月12日

健康福祉政策課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、都市計画事業の事業

計画の変更認可の告示がありましたので、同法第66条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画事業の種類及び名称

　　岡谷都市計画、諏訪都市計画、茅野都市計画、下諏訪都市計画及び富士見都市計画下水道事業諏訪湖流域下水道

２　施行者の名称

　　長野県

３　事務所の所在地

　　長野県諏訪湖流域下水道事務所（諏訪市大字豊田字湖畔1866-1）

４　事業地の所在

　(1)	収用の部分

　　　変更なし

　(2)	使用の部分

　　　変更なし

５　事業施行期間

　　自　昭和47年３月24日

　　至　令和12年３月31日

水道・生活排水課
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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　エディオン飯田インター店

　　　飯田市育良町一丁目２－１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　株式会社エディオン

　　　広島県広島市中区紙屋町二丁目１番18号

　　みなみ信州農業協同組合

　　　飯田市鼎東鼎281番地

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）りんごの里

　　（変更後）エディオン飯田インター店

　(2)	大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社エイデン 岡嶋　昇一 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目22番21号

みなみ信州農業協同組合 松下　數之 飯田市北方3852番地22

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

株式会社エディオン 久保　允誉 広島県広島市中区紙屋町二丁目１番18号

みなみ信州農業協同組合 寺沢　寿男 飯田市鼎東鼎281番地

　(3)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社エイデン 岡嶋　昇一 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目22番21号

みなみ信州農業協同組合 松下　數之 飯田市北方3852番地22

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

株式会社エディオン 久保　允誉 広島県広島市中区紙屋町二丁目１番18号

みなみ信州農業協同組合 寺沢　寿男 飯田市鼎東鼎281番地

４　変更した年月日

　　平成22年10月１日ほか

５　届出年月日

　　令和６年12月26日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年３月６日から令和７年７月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。
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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　コープながの稲里店・洋服の青山長野川中島店

　　　長野市稲里町中央三丁目38－１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　生活協同組合コープながの

　　　長野市篠ノ井御幣川668

　　青山商事株式会社

　　　広島県福山市王子町一丁目３－５

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

生活協同組合コープながの 太田　栄一 長野市篠ノ井御幣川668

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

生活協同組合コープながの 丸山　辰明 長野市篠ノ井御幣川668

　　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

生活協同組合コープながの 太田　栄一 長野市篠ノ井御幣川668

青山商事株式会社 青山　理 広島県福山市王子町一丁目３－５

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

生活協同組合コープながの 丸山　辰明 長野市篠ノ井御幣川668

青山商事株式会社 青山　理 広島県福山市王子町一丁目３－５

４　変更した年月日

　　令和６年６月13日

５　届出年月日

　　令和７年１月７日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は長野地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年３月６日から令和７年７月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

産業立地・ＩＴ振興課

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課　　
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産業立地・ＩＴ振興課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　千曲ショッピングタウン

　　　千曲市大字桜堂235番地１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　株式会社千曲社

　　　上田市天神二丁目１番22号

　　山﨑　俊一

　　　千曲市大字桜堂396番地

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社千曲社 土屋　嘉幸 千曲市大字桜堂235番地

山﨑　嘉政 － 千曲市大字桜堂396番地

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

株式会社千曲社 宮澤　孝夫 上田市天神二丁目１番22号

山﨑　俊一 － 千曲市大字桜堂396番地

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 醍醐　茂夫 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

株式会社南信シューズ 岡宮　広欣 長野市中御所四丁目８番地４号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

株式会社シューマート 霜田　清 長野市川中島町上氷鉋1685番地13号

４　変更した年月日

　　令和元年５月21日ほか

５　届出年月日

　　令和７年１月23日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は長野地域振興局商工観光課

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は長野地域振興局商工観光課
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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　アピタ飯田店

　　　飯田市鼎名古熊2469番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ユニー株式会社

　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地

３　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）		

名称 代表者氏名 住所

ユニー株式会社 榊原　健 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

有限会社山岸屋洋品店 山岸　靖夫 飯田市江戸浜町3645番地６

株式会社さが美 形部　幸裕 神奈川県横浜市戸塚区川上町87番地４

ｇｆ .Ｓ株式会社 内野　伸彦
岐阜県岐阜市金町六丁目21番地岐阜ステーションビ
ル６Ｆ

有限会社ツノダ 角田　香保子 飯田市銀座四丁目１番地

株式会社吉川ＳＨＯＵ－ＴＥＮ 吉川　宏 岡谷市銀座二丁目７番６号

株式会社アティック 吉川　美幸 飯田市鼎上山2956番地88

株式会社マルタ 宮下　道一 飯田市伝馬町１－65

株式会社オリンピア 加藤　通浩 愛知県名古屋市中区平和一丁目６番１号

株式会社セリア 河合　映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地

株式会社東京デリカ 木山　剛史 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号

株式会社マツモトキヨシ甲信越販
売

安藤　浩 長野市鶴賀緑町1393番地３

株式会社ライトオン 藤原　祐介 茨城県つくば市小野崎260－１

株式会社キタムラ 浜田　宏幸 高知県高知市本町四丁目１番16号

株式会社ストライプインターナ
ショナル

川部　将士 岡山県岡山市北区幸町２－８

株式会社ジーユー 柚木　治 山口県山口市佐山10717番地１

７　縦覧の期間

　　令和７年３月６日から令和７年７月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は長野地域振興局商工観光課

産業立地・ＩＴ振興課
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　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ユニー株式会社 榊原　健 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

有限会社山岸屋洋品店 山岸　靖夫 飯田市江戸浜町3645番地６

株式会社さが美 形部　幸裕 神奈川県横浜市戸塚区川上町87番地４

ｇｆ .Ｓ株式会社 青木　英司
岐阜県岐阜市金町六丁目21番地岐阜ステーションビ
ル６Ｆ

有限会社ツノダ 角田　香保子 飯田市銀座四丁目１番地

株式会社吉川ＳＨＯＵ－ＴＥＮ 吉川　宏 岡谷市銀座二丁目７番６号

株式会社アティック 吉川　美幸 飯田市鼎上山2956番地8

株式会社オリンピア 加藤　通浩 愛知県名古屋市中区平和一丁目６番１号

株式会社セリア 河合　映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地

株式会社東京デリカ 木山　剛史 東京都葛飾区新小岩一丁目48番14号

株式会社マツモトキヨシ甲信越販
売

安藤　浩 長野市鶴賀緑町1393番地３

株式会社ライトオン 藤原　祐介 茨城県つくば市小野崎260－１

株式会社キタムラ 柳沢　啓 高知県高知市本町四丁目１番16号

株式会社ストライプインターナ
ショナル

川部　将士 岡山県岡山市北区幸町２－８

株式会社ジーユー 柚木　治 山口県山口市佐山10717番地１

株式会社シ・シュ・ノン 鈴木　周二 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16－11

４　変更した年月日

　　令和６年２月26日ほか

５　届出年月日

　　令和７年１月23日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年３月６日から令和７年７月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課　

産業立地・ＩＴ振興課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ伊那店

　　　伊那市西町5182　　
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２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ユニー株式会社

　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地

３　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

ＵＤリテール株式会社 鈴木　康介 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

ｇｆ .Ｓ株式会社 内野　伸彦 岐阜県岐阜市金町六丁目21番地

パレモ・ホールディングス株式会
社

香西　雅弘 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目27番13号

伊那宝石株式会社 松村　稔 伊那市大字伊那5056番地１

株式会社タツミヤ 指田　努 東京都八王子市暁町一丁目32番13号

有限会社レディーズランドコ・コ 鈴木　順也 上伊那郡箕輪町大字中箕輪12176番地８

株式会社チヨダ 町野　雅俊 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

株式会社セリア 河合　映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地

株式会社いつ和 阿部　昇 新潟県十日町市明石町６番地２

株式会社キング 長島　希吉 京都府京都市下京区東塩小路高倉町２番１号

三浦　岳彦 － 伊那市西町5182番地１

株式会社オリベスク 高橋　秀宗 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄60－１

兼松コミュニケーションズ株式会
社

伊藤　秀孝
東京都渋谷区代々木三丁目22番７号新宿文化クイン
トビル３階

　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＵＤリテール株式会社 鈴木　康介 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

ｇｆ .Ｓ株式会社 青木　英司 岐阜県岐阜市金町六丁目21番地

パレモ・ホールディングス株式会
社

福井　正弘 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目27番13号

伊那宝石株式会社 松村　稔 伊那市大字伊那5056番地１

株式会社タツミヤ 指田　努 東京都八王子市暁町一丁目32番13号

有限会社レディーズランドコ・コ 鈴木　順也 上伊那郡箕輪町大字中箕輪12176番地８

株式会社チヨダ 町野　雅俊 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

株式会社セリア 河合　映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地

株式会社いつ和 阿部　昇 新潟県十日町市明石町６番地２

株式会社キング 長島　希吉 京都府京都市下京区東塩小路高倉町２番１号

三浦　岳彦 － 伊那市西町5182番地１

兼松コミュニケーションズ株式会
社

伊藤　秀孝
東京都渋谷区代々木三丁目22番７号新宿文化クイン
トビル３階

４　変更した年月日

　　令和６年４月15日ほか

５　届出年月日

　　令和７年１月23日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は上伊那地域振興局商工観光課
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産業立地・ＩＴ振興課

７　縦覧の期間

　　令和７年３月６日から令和７年７月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は上伊那地域振興局商工観光課　

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により令和７年３月９日に開催を予定していた千曲都市計画道

路の変更案に係る公聴会については、中止します。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　中止の理由

　　公述の申出がなかったため。

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、都市計画事業の事

業計画の変更認可の告示がありましたので、同法第66条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画事業の種類及び名称

　　長野都市計画道路事業

　　３・５・70号豊野北線及び３・５・90号豊野駅前線

２　施行者の名称

　　長野県

３　事務所の所在地

　　長野建設事務所（長野市大字南長野南県町686－１）

４　事業地の所在

　(1)	収用の部分

　　　変更なし

　(2)	使用の部分

　　　なし

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、都市計画事業の事

業計画の変更認可の告示がありましたので、同法第66条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画事業の種類及び名称

　　長野都市計画道路事業　３・３・７号県庁篠ノ井線

２　施行者の名称

　　長野県

３　事務所の所在地

　　長野建設事務所（長野市大字南長野南県町686－１）
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都市・まちづくり課

４　事業地の所在

　(1)	収用の部分

　　　変更なし

　(2)	使用の部分

　　　なし

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、都市計画事業の事

業計画の変更認可の告示がありましたので、同法第66条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和７年３月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画事業の種類及び名称

　　松本都市計画道路事業　３・４・46号出川双葉線

２　施行者の名称

　　長野県

３　事務所の所在地

　　松本建設事務所（松本市大字島立1020）

４　事業地の所在

　(1)	収用の部分

　　　変更なし

　(2)	使用の部分

　　　変更なし

都市・まちづくり課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和７年３月６日

	 長野県木曽建設事務所長　片　桐　　　剛

１　入札に付する事項

　(1)	借入をする物品等及び数量

　　　仮設橋梁　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	借入期間

　　　令和７年５月７日から令和10年３月31日まで

　(4)	納入場所

　　　受注者指定工場（ただし、陸路により搬送可能な場所とする。）

　(5)	入札方法

　　	　入札する金額は、価格の総額について行います。なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100

分の 10 に相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をもって落

札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100

に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号）

第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監
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理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）のその他の契約の等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手することができます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/456teikisinnsa.html

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問合せ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課用品調達係

　　　電話　026（235）7079

４　入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問合せ先

　　木曽郡木曽町福島2757－１

　　長野県木曽建設事務所　総務課

　　電話　0264（25）2237　

５　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札書の提出期限及び提出場所並びに開札の日時及び場所

　　ア　入札書の提出期限　令和７年４月16日（水）　午後５時

　　イ　入札書の提出場所　長野県電子入札システム

　　　　　　　　　　　　　https://www.ppi.e-nagano.lg.jp/PPIPublish/portal_accepter/010_link.html

　　ウ　開札の日時　令和７年４月17日（木）　午前10時

　　エ　開札の場所　長野県電子入札システム

　　　　　　　　　　https://www.ppi.e-nagano.lg.jp/PPIPublish/portal_accepter/010_link.html

　(3)	郵送（書留郵便に限る。）による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和７年４月16日（水）　午後５時（必着）

　　イ　提出場所　木曽郡木曽町福島2757－１（郵便番号　397－8550）

　　　　　　　　　長野県木曽建設事務所　総務課

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める書類等を令和７年４月１日（火）午後５時までに電子入札システム、持

参又は郵送により (3) の提出場所に提出してください。この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前

日午後５時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、財務規則第126条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は同規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、財務規則第126条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は同規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　財務規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内に達した入札であって、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。

６　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。
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道路建設課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年３月６日

	 長野県上田建設事務所長　中　島　俊　一

１　許可番号

　　令和７年１月27日　長野県上田建設事務所指令６上建第58－８号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　上田市下丸子字池田416、417、418－１、419－１、419－５、427－２、427－７、429－２、429－３、429－７

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　上田市下丸子401

　　　長野オートメーション株式会社　代表取締役　山　浦　誠　司

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年３月６日

	 長野県松本建設事務所長　太　田　茂　登

１　許可番号

　　令和６年10月24日　長野県松本建設事務所指令６松建第96号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　塩尻市大字広丘高出字下桔梗ヶ原2207

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　安曇野市豊科高家5243－31

　　　株式会社ライフワン　代表取締役　秋　濱　周　一

７　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	leased:

　　　Temporary	bridge,	1	set

　(2)	Lease	duration:

　　　From	May	7,	2025	to	March	31,	2028

　(3)	Delivery	locations:

　　　Factories	designated	by	the	contractor	(provided	that	they	are	accessible	by	land	transportation)

　(4)	Contact	for	inquiries	regarding	the	tender	specifications	and	description,	or	contract	conditions:

　　　Nagano	Prefecture	Kiso	Construction	Office,	General	Affairs	Division

　　　2757-1	Fukushima,	Kiso	Town,	Kiso-gun,	Nagano	Prefecture	397-8550	Japan

　　　Tel:	+81-264-25-2237	(Japanese	only)	

　(5)	Bid	submission	deadline	and	submission	location:

　　　Deadline:	Wednesday,	April	16,	2025,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefecture	electronic	bidding	system

　　　https://www.ppi.e-nagano.lg.jp/PPIPublish/portal_accepter/010_link.html

　(6)	Mail-in	submission	(registered	mail	only):

　　　Deadline:	Must	arrive	by	Wednesday,	April	16,	2025,	5:00	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefecture	Kiso	Construction	Office,	General	Affairs	Division	

　　　　　　　　　　　	2757-1	Fukushima,	Kiso	Town,	Kiso-gun,	Nagano	Prefecture	397-8550	Japan	

　(7)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Thursday,	April	17,	2025,	10:00	a.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefecture	electronic	bidding	system
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都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年３月６日

	 長野県長野建設事務所長　坂　口　一　俊　

１　許可番号

　　令和６年５月８日　長野県長野建設事務所指令６長建第43－３号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　須坂市大字野辺字横松原2137－１、2137－10

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　長野市大字大豆島771　山岸貸家 D号室

　　　川　浦　佳　雄

都市・まちづくり課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和７年３月６日

	 長野県千曲川流域下水道事務所長　渡　辺　剛　史

１　落札に係る役務

　　令和７年度　千曲川流域下水道維持管理　下流処理区終末処理場他包括運転管理業務

２　契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県千曲川流域下水道事務所

　(2)	所在地　長野市真島町川合1060－１

３　落札者を決定した日

　　令和７年２月６日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　テスコ株式会社・トーヨークリエイト株式会社共同企業体

　(2)	所在地　東京都千代田区西神田一丁目４番５号

５　落札金額

　		3,206,280,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　総合評価一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和６年10月21日

水道・生活排水課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和７年３月６日

	 県立長野図書館長　森　　　いづみ　

１　入札に付する事項

　(1)	借入をする物品等及び数量

　　　県立長野図書館業務コンピュータシステム及び機器類一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。
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　(3)	借入期間

　　　令和７年11月１日から令和12年10月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）

　(4)	借入場所

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(5)	入札方法

　　	　１月当たりの賃借額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格

としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当

する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号）

第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事

監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成

30年長野県告示第588号）のその他の契約の等級区分がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴

力団関係者でないこと。

　(5	)	国立国会図書館、都道府県立図書館又は中核市立図書館の図書館システムの構築及び導入に関する業務の経験を有する者であ

ること。

　(6)	借入物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を迅速に行う体制が整備されている者であること。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり資格を申請することができます。なお、入札の時まで

に２の (2) の等級区分に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/456teikisinnsa.html

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。

　(3)	問合せ先

　　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県会計局契約・検査課

　　　電話　026（235）7079

４　入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問合せ先

　　長野市若里１－１－４

　　県立長野図書館資料情報課

　　電話　026（228）4921

５　入札説明会の日時及び場所

　(1)	日時　令和７年３月12日（水）　午後２時

　(2)	場所　県立長野図書館　３階　会議室

６　入札手続等

　(1)	契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア		日時　令和７年４月17日（木）　午後２時

　　イ		場所　県立長野図書館　１階　電算室

　(3)	郵送による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア		受領期限　令和７年４月16日（水）　午後５時

　　イ		提出場所　長野市若里１－１－４

　　　　　　　　　（郵便番号　380－0928）

　　　　　　　　　県立長野図書館資料情報課

　(4)	入札者に要求される事項
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　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和７年４月４日（金）午後５時まで

に上記 (3) の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までの間に必要な証明書等の照会があったときは、入札

に参加を希望する者の負担において説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、財務規則第126条第２項各

号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、財務規則第126条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は財務規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(7)	入札の無効

　　　財務規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。

７　その他

　(1	)	この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約を締結した翌年度以降において、当該

契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、県立長野図書館長は、この契約を変更し、又は解除することができるものと

します。

　(2)	詳細は、入札説明書によります。

８　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	products	to	be	leased:

　　　Computer	system	and	equipment	for	the	Nagano	Prefectural	Library,	1	set

　(2)	Lease	duration:

　　　From	November	1,	2025	to	October	31,	2030

　(3)	Delivery	location:

　　　As	described	in	the	tender	description	and	specifications

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Prefectural	Library,	Data	and	Information	Division

　　　1-1-4	Wakasato,	Nagano	City	380-0928	Japan

　　　Tel:	+81-26-228-4921

　(5)	Bid	opening:

　　　Date	and	time:	Thursday,	April	17,	2025,	2	p.m.	(JST)

　　　Location:	Nagano	Prefectural	Library,	1st	Floor,	Digitalization	Room

　(6)	Mail-in	submission:

　　　Deadline:	Wednesday,	April	16,	2025,	5	p.m.	(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Prefectural	Library,	Data	and	Information	Division

　　　　　　　　　　　	1-1-4	Wakasato,	Nagano	City	380-0928	Japan

生涯学習課

正　　　　　　誤

　令和７年２月27日付け「長野県報目次」中

ページ 行（箇所） 誤

１ 下から５ 令和６年度財政援助団体等の監査の結果に関する報告に基づき講じた措置及び監査の結果に関する報告に添

えて提出した意見に対する方針

正

地方自治法に基づく監査結果に関する報告
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